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〇報告にはＧ－ＭＩＳのＩＤ・パスワードが必要です。新規ユーザ登録をしていない医療

機関等は、「かかりつけ医機能報告制度」の報告をＧ－ＭＩＳで行うことができません。 

 

〇ユーザ登録申請を事前に行ったにもかかわらず、アカウントが発行されない場合は、所

管の保健所へご連絡ください。 

 

〇入力事項にご不明点等がある場合、紙での報告を希望する場合は、以下の問い合わせ先

までご連絡下さい。なお、紙の様式は県ウェブページからもダウンロードが可能です。 

＜名古屋市、豊橋市、岡崎市、一宮市及び豊田市に所在の医療機関＞ 

 →愛知県医務課医務グループ（052-954-6274） 

＜上記以外の市町村に所在の医療機関＞ 

→管轄する県保健所 

＜県ウェブページ＞ 

  https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/kakaritsukei-kinouhoukoku.html 

【注意】 

インターネットで「Ｇ－ＭＩＳ ログイ

ン」と検索し、一番上の「Ｇ－ＭＩＳ ロ

グイン」ページからもアクセスできます。 

医療機関用 かかりつけ医機能報告 簡易マニュアル（1.0 版） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知県医務課作成 令和 7 年 12 月１日初版 

下記ＵＲＬの「Ｇ－ＭＩＳログイン」ページにアクセスし、「ユーザ名」

と「パスワード」を入力してログインしてください。 

https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/ 

１ 

・G-MIS ログインページの「パスワードをお忘れですか？」をクリックして上のページへ。 

・「ユーザ名」を入力し、「パスワードリセット」ボタンをクリック。 

・登録したメールアドレス宛てに届くメールに従ってパスワード再設定。 

 ※「ユーザ名」を忘れた場合は、所管の保健所へご連絡ください。 

パスワードを忘れた方へ 

https://www.pref.aichi.jp/soshiki/imu/kakaritsukei-kinouhoukoku.html
https://www.med-login.mhlw.go.jp/s/login/
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ログイン後、以下のページが表示されますので、「Ｇ－ＭＩＳ」ボタンを

クリックすると、「Ｇ－ＭＩＳホーム画面」へ遷移します。 
２ 

「かかりつけ医機能報告制度」ボタンをクリックします。 
３ 

「G-MIS」をクリック 

※EMISは報告とは関係ありません 

医療機能情報提供制度の報告では、

かかりつけ医機能報告制度で報告し

た内容を取り込むことができます。

そのため、かかりつけ医機能報告制

度の報告対象医療機関（特定機能病

院および歯科診療所を除く病院・診

療所）は先にかかりつけ医機能報告

制度から行ってください。 
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・保険医療機関番号を入力すること

で、一部項目が事前入力されます。 

・スキップすることも可能です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「定期報告」をクリックし、遷移後の画面で「ＯＫ」を押してください。 
４ 

定期報告：年に１回以上、１～３月に行

うことが定められている報告

を行う場合は、「定期報告」

を選択してください。 

変更報告：「定期報告」以外で、機関情

報に生じた変更を報告する場

合は、「変更報告」を選択し

てください。 

報告取消：報告情報を最初から登録し直

す場合は、「報告取消」を選

択してください。ただし、県

が確認完了した後は取り消す

ことができません。 

前年度末時点の保健医療機関番号を入力し、「保険医療機関番号をデータベース

と照合する」をクリックします。遷移後の画面で「ＯＫ」をクリックします。 

５ 

・保険医療機関番号は、「231」＋レセプト 

で使用する７桁を合わせた合計10桁の数字 

です。 

・保険医療機関番号が不明等の理由で入力 

ができない場合、「スキップする」をクリ 

ックし⑦ の手順に遷移します。「スキップ 

する」をクリックすると、診療報酬項目の 

「算定回数」および「レセプト件数」が自 

動入力されません。 

・誤って「スキップする」をクリックした 

場合は、手順４ で「報告取消」をしたうえ 

で、「定期報告」をクリックすると入力し 

直すことができます（ただし、報告中の情 

報は復元できません）。 
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入力が完了した後、「登録」をクリ

ックします。 

最後の項目は入力内容に

応じて１号機能の有無が

自動で判定されます。 

「無し」と反映された場

合は、２号機能の入力は

不要です（→⑨へ進んで

ください）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「調査票入力一覧画面」から、「1 号機能（1）日常的な診療を総合的かつ継続的

に行う機能」の「入力」をクリックします。 

６ 

各報告項目に入力します（回答に当たっては国のマニュアルも御確認下さい）。 ７ 
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最後の項目は入力内容に

応じて機能の有無が自動

で判定されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「2号機能（1）通常の診療時間外の診療」の「入力」をクリックします。以

下、⑦と同様に各項目に入力していき、(2)～(5)も同様に回答していきます。 

８ 

⑤で「保険医療機関番号をデータベースと

照合する」を選択した場合、診療報酬項目

については、前年度のレセプトデータの値

が自動入力されています。念のため各医療

機関においてもご確認ください（修正があ

る場合は適宜修正してください）。他の診

療報酬項目についても同様です。 
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回答が必要な各項目の入力状況が全て「入力完了」となっていることを確認 

し、「入力内容確認」をクリックします。 

９ 

13 

各画面の入力内容に応じて、各機能の有無が自動で反映されま

す。機能判定に必要な項目が入力されていない場合、「ー」が

表示されますので、機能の有無の反映がなされるよう入力をお

願いいたします。 

入力内容を確認します。 
10 

14 

15 
タブを切り替えると各

項目の回答内容を確認

できます。 

入力内容が反映された院内

掲示用の帳票はこちらから

出力することができます。 
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引き続き「医療機能情報提供制度」による定期報告を行う場合はホームに戻ります。 

院内掲示用の帳票を出力する場合は再度「入力内容の確認」画面に進みます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨と同じ画面で「報告」をクリックし、遷移後の画面で「ＯＫ」をクリックし

ます。報告状況が「報告済」になっていれば報告完了です。 

11 

16 

17 

18 

19 

20 
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院内掲示用の帳票を出力する場合は、10 の画面から「帳票出力（院内掲示用）」をクリ

ックし、ファイルをダウンロードしてください。 


